
JP 2019-129226 A 2019.8.1

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】マイクロＬＥＤ素子のサイズを微細化した場合
であっても、発光効率の低下を抑制可能なマイクロＬＥ
Ｄ素子を提供する。
【解決手段】マイクロＬＥＤ素子（１００）は、Ｎ側層
（１１）と発光層（１２）とＰ側層（１３）を含む窒化
物半導体層（１４）を備えており、発光層（１２）を囲
い、かつ発光層となす角度（θ）が４５度を含む所定の
範囲内の角度で傾斜する傾斜面１６Ａと、Ｐ側層の表面
によって構成する平坦部１６Ｔとを有する、マイクロメ
サ１６を複数有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光出射面の側から見てＮ側層、発光層、及びＰ側層がこの順番で積層された窒化物半導
体層と、
　前記Ｐ側層側に配置された第１の電極と、
　前記Ｎ側層側に配置された第２の電極と、
　前記窒化物半導体層の前記Ｐ側層側の表面に形成された複数のマイクロメサとを備え、
　　前記複数のマイクロメサの各々は、前記Ｐ側層の平坦面を有すると共に、前記発光層
を傾斜面によって囲っており、前記傾斜面は、前記Ｐ側層から、前記Ｎ側層の一部まで続
く面であって、前記発光層に対して、４５度を含む所定の範囲内の角度で傾斜している
ことを特徴とするマイクロＬＥＤ素子。
【請求項２】
　前記所定の範囲は４５度±１０度である
ことを特徴とする請求項１に記載のマイクロＬＥＤ素子。
【請求項３】
　前記マイクロメサ毎の前記発光層は、前記傾斜面によって、全周を囲われている
ことを特徴とする請求項１または２に記載のマイクロＬＥＤ素子。
【請求項４】
　前記Ｐ側層の側から平面視した場合、前記マイクロＬＥＤ素子は、前記平坦面の一部が
欠落したマイクロメサを含む
ことを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載のマイクロＬＥＤ素子。
【請求項５】
　前記発光層から前記傾斜面の底部までの垂直方向の距離は、平面視における前記発光層
の径の３倍以下である
ことを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載のマイクロＬＥＤ素子。
【請求項６】
　前記マイクロＬＥＤ素子の外形をなす側壁と光射出面とがなすテーパー角度は、７０度
から９０度である
ことを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載のマイクロＬＥＤ素子。
【請求項７】
　前記Ｐ側層の側から平面視した場合、前記マイクロメサは周期的に配置されている
ことを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載のマイクロＬＥＤ素子。
【請求項８】
　前記Ｐ側層の側から平面視した場合、前記マイクロＬＥＤ素子は矩形形状を有し、前記
マイクロメサは、前記矩形の一辺に対して、ほぼ平行な行列パターンで配置されており、
前記矩形の一辺の長さは、前記マイクロメサの対応する辺方向の周期の整数倍とは異なる
ことを特徴とする請求項７に記載のマイクロＬＥＤ素子。
【請求項９】
　前記矩形の一辺の長さは、前記マイクロメサの対応する辺方向の周期の整数倍と１／２
周期異なる
ことを特徴とする請求項８に記載のマイクロＬＥＤ素子。
【請求項１０】
　マイクロＬＥＤ素子の配置ピッチは、前記マイクロメサの配置パターンの、対応する方
向の周期の整数倍である
ことを特徴とする前記請求項１～９の何れか１項に記載のマイクロＬＥＤ素子。
【請求項１１】
　請求項１～１０の何れか１項に記載の複数のマイクロＬＥＤ素子と、
　前記複数のマイクロＬＥＤ素子の各々に駆動電流を供給する駆動回路が形成された駆動
回路基板と、備え、
　　前記複数のマイクロＬＥＤ素子は、前記駆動回路基板上に２次元アレイ状に積層され
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ている
ことを特徴とする画像表示素子。
【請求項１２】
　画像表示素子の製造方法であって、
　成長基板上にＮ側層、発光層、及びＰ側層をこの順番で積層することによって窒化物半
導体層を得る工程と、
　前記窒化物半導体層の前記Ｐ側層、前記発光層、及び前記Ｎ側層の一部をエッチングす
ることにより傾斜面を形成することで、前記Ｐ側層からなる平坦面と前記傾斜面とを含む
マイクロメサを形成する工程と、
　前記Ｐ側層上に第１の電極を設ける工程と、
　前記窒化物半導体層を駆動回路基板に貼り合わせる工程と、
　前記成長基板を除去する工程と、
　前記駆動回路基板上において、前記窒化物半導体層をエッチングし、マイクロＬＥＤ素
子毎に分割する工程と、
　前記窒化物半導体層の、駆動回路基板と反対側の面に第２の電極を形成する工程とを含
み、
　前記マイクロメサを形成する工程は前記貼り合わせ工程の前に実施される
ことを特徴とする画像表示素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロＬＥＤ素子、マイクロＬＥＤ素子を複数備えた画像表示素子、及び
画像表示素子の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　平面ディスプレイ分野では、大型から中小型までディスプレイのサイズを問わずに、表
示素子として液晶表示素子、有機ＥＬディスプレイが用いられている。また、平面ディス
プレイとして、化合物半導体製のＬＥＤ素子を表示素子として採用したＬＥＤディスプレ
イが提案されている（特許文献１及び２参照）。
【０００３】
　上記のようなＬＥＤ素子は、マイクロＬＥＤ素子と呼ばれている。現在では、マイクロ
ＬＥＤ素子の微細化が進められており、例えば、７μｍ程度の大きさのマイクロＬＥＤ素
子が発表されている（非特許文献１参照）。
【０００４】
　マイクロＬＥＤ素子は通常のＬＥＤと同様に、成長基板上に形成された後、個片化され
、駆動回路基板上に搭載される場合が多い（ピック＆プレース法）。研究開発レベルでは
、成長基板上にＬＥＤとなるエピ層を成長させた後に、駆動回路基板と貼り合わせ、駆動
回路基板上に個々のＬＥＤを形成する製造方法も提案されている（非特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２７２５９１号公報（２００９年１１月１９日公開）
【特許文献２】特表２０１６－５０３９５８号公報（２０１６年２月８日公開）
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Francois Olivier, Anis Daami, Ludovic Dupre, Franck Henry, Berna
rd Aventurier, Francois Templier, "Investigation and Improvement of 10μm Pixel-
pitch GaN-based Micro-LED Arrays with Very High Brightness", SID 2017 DIGEST, P3
53, 2017
【非特許文献２】Francois Templier, Lamine Benaissa, Bernard Aventurier, Christin
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e Di Nardo, Matthew Charles, Anis Daami, Franck Henry, Ludovic Dupre、“A Novel 
Process for Fabricating High-Resolution and Very Small Pixel-pitch GaN LED Micro
displays”、SID 2017 DIGEST, P268, 2017
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述の特許文献１、２及び非特許文献１、２に記載されたマイクロＬＥ
Ｄ素子は、そのサイズを微細化した場合、発光効率が低下してしまう課題がある。
【０００８】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、マイクロＬＥＤ素子
のサイズを微細化した場合であっても、発光効率の低下を抑制可能なマイクロＬＥＤ素子
、画像表示素子、及び画像表示素子の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係るマイクロＬＥＤ素子は、光出射面
の側から見てＮ側層、発光層、及びＰ側層がこの順番で積層された窒化物半導体層と、前
記Ｐ側層側に配置された第１の電極と、前記Ｎ側層側に配置された第２の電極と、前記窒
化物半導体層の前記Ｐ側層側の表面に形成された複数のマイクロメサとを備え、前記複数
のマイクロメサの各々は、前記Ｐ側層の平坦面を有すると共に、前記発光層を傾斜面によ
って囲っており、前記傾斜面は、前記Ｐ側層から、前記Ｎ側層の一部まで続く面であって
、前記発光層に対して、４５度を含む所定の範囲内の角度で傾斜している。
【００１０】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る画像表示素子の製造方法は、成長
基板上にＮ側層、発光層、及びＰ側層をこの順番で積層することによって窒化物半導体層
を得る工程と、前記窒化物半導体層の前記Ｐ側層、前記発光層、及び前記Ｎ側層の一部を
エッチングすることにより傾斜面を形成することで、前記Ｐ側層からなる平坦面と前記傾
斜面とを含むマイクロメサを形成する工程と、前記Ｐ側層上に第１の電極を設ける工程と
、前記窒化物半導体層を駆動回路基板に貼り合わせる工程と、前記成長基板を除去する工
程と、前記駆動回路基板上において、前記窒化物半導体層をエッチングし、マイクロＬＥ
Ｄ素子毎に分割する工程と、前記窒化物半導体層の、駆動回路基板と反対側の面に第２の
電極を形成する工程とを含み、前記マイクロメサを形成する工程は前記貼り合わせ工程の
前に実施される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の一態様によれば、マイクロＬＥＤ素子のサイズを微細化した場合であっても、
発光効率の低下を抑制可能なマイクロＬＥＤ素子、画像表示素子、及び画像表示素子の製
造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１の（ａ）は、本発明の第１の実施形態に係るマイクロＬＥＤ素子を複数備え
た画像表示素子の断面図であり、（ｂ）はマイクロＬＥＤ素子のＰ側層側の表面の拡大断
面図であり、（ｃ）はマイクロＬＥＤ素子のＰ側層側の面から見た場合の平面図である。
【図２】図２の（ａ）～（ｆ）は、図１に示したマイクロＬＥＤ素子の製造工程のうち、
マイクロメサの形成工程の各ステップの断面図である。
【図３】図３の（ａ）～（ｈ）は、図１に示す画像表示素子の製造方法の各ステップにお
けるマイクロＬＥＤ素子及び画像表示素子の断面図である。
【図４】第１の実施形態の変形例に係るマイクロＬＥＤ素子の、マイクロメサの形成工程
の各ステップを断面図である。
【図５】図５の（ａ）、（ｃ）、（ｅ）は、本発明の第２の実施形態に係るマイクロＬＥ
Ｄ素子の、マイクロメサの平面形状をしめす平面図であり、（ｂ）と（ｄ）はそれぞれ、
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（ａ）と（ｃ）の傾斜面について説明する断面図である。
【図６】図６の（ａ）～（ｃ）は、本発明の第２の実施形態に係るマイクロＬＥＤ素子の
、マイクロメサの平面形状をしめす他の平面図である。
【図７】図７の（ａ）～（ｃ）は、本発明の第３の実施形態に係るマイクロＬＥＤ素子の
配置パターンとマイクロメサの配置パターンの関係を説明するための平面図である。
【図８】図８の（ａ）、（ｂ）は、本発明の第３の実施形態に係るマイクロＬＥＤ素子の
配置パターンとマイクロメサの配置パターンの関係を説明するための他の平面図である。
【図９】図９の（ａ）は、本発明の第４の実施形態に係るマイクロＬＥＤ素子を複数備え
た画像表示素子の断面図であり、（ｂ）はマイクロＬＥＤ素子のＰ側層側の表面の拡大断
面図であり、（ｃ）はマイクロＬＥＤ素子のＰ側層側の面から見た場合の平面図である。
【図１０】図１０の（ａ）～（ｆ）は、図９に示したマイクロＬＥＤ素子の製造工程のう
ち、マイクロメサの形成工程の各ステップの断面図である。
【図１１】図１１の（ａ）～（ｄ）、（ｇ）、（ｈ）は、図９に示す画像表示素子の製造
方法の各ステップにおけるマイクロＬＥＤ素子及び画像表示素子の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　（従来の表示素子の構成例とその問題点）
　本願発明の一形態について具体的な説明を行う前に、従来の表示素子の構成例とその問
題点について、以下に纏める。
【００１４】
　従来、表示素子として広く用いられている液晶表示素子はバックライト光を液晶素子に
よりＯＮ／ＯＦＦすることにより各画素の輝度を調整している。
【００１５】
　表示素子として液晶表示素子を用いた液晶ディスプレイは、コントラストを高めること
が難しいという課題を有する。なぜなら、バックライト光がＯＦＦとなるように液晶表示
素子を制御した場合であっても、液晶表示素子がバックライト光を完全に遮断することが
難しいためである。
【００１６】
　また、液晶ディスプレイは、演色性を高めることが難しいという課題を有する。なぜな
ら、各原色を表現するために用いる複数のカラーフィルター（例えばＲＧＢの３色）は、
その透過帯以外の光を完全に遮断することが難しく、結果として、各カラーフィルターの
透過帯を完全に分離することが出来ないためである。
【００１７】
　一方で、表示素子として有機ＥＬ素子を採用した有機ＥＬディスプレイが実用化されて
いる。有機ＥＬ素子は、自発光素子であり、且つ、Ｒ，Ｇ，Ｂの各単色発光素子である。
したがって、有機ＥＬディスプレイは、前述の液晶ディスプレイのコントラストと演色性
と言う課題を解決することが出来ると期待されており、実際にスマートフォン用の小型の
平面ディスプレイ分野においては実用化されている。
【００１８】
　しかし、有機ＥＬディスプレイは、有機ＥＬ素子の輝度が経時劣化しやすいという課題
を有する。なぜなら、有機ＥＬ素子の発光層が有機物により構成されているためである。
そのため、有機ＥＬディスプレイは、比較的製品寿命が短い（換言すれば買い換え周期が
短い）スマートフォンには採用されているが、製品寿命が長い（換言すれば買い換え周期
が長い）製品（例えばテレビなど）へ採用することは難しい。また、有機ＥＬディスプレ
イを製品寿命が長い製品に採用する場合には、輝度の経時劣化を補償するための複雑な回
路が必要となる。
【００１９】
　以上のような、液晶ディスプレイ及び有機ＥＬディスプレイの課題を解消する平面ディ
スプレイとして、化合物半導体製のＬＥＤ素子を表示素子として採用したＬＥＤディスプ
レイが提案されている。ＬＥＤディスプレイは、化合物半導体製のＬＥＤ素子を２次元ア
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レイ状に配置することによって構成されており、コントラストが高く、演色性が優れ、且
つ、輝度が経時劣化しにくい。
【００２０】
　特に有機ＥＬ素子に比べて、ＬＥＤ素子は、発光効率が高く、且つ、長期信頼性が高い
（輝度の経時劣化などが少ない）。したがって、ＬＥＤディスプレイは、屋外でも見やす
い高輝度ディスプレイを実現できる。超大型の平面ディスプレイ分野に関しては、デジタ
ルサイネージ用としてＬＥＤディスプレイの実用化が始まっている。また、ウエアラブル
端末やＴＶ用など中小型から大型の平面ディスプレイ分野に関しても、ＬＥＤディスプレ
イの開発が進んでいる。
【００２１】
　しかしながら、従来のマイクロＬＥＤ素子は下記の課題を有する。
【００２２】
　マイクロＬＥＤ素子の微細化を進める場合に、マイクロＬＥＤ素子は、外部量子効率（
発光パワーの投入電力に対する比率）が非常に小さくなる。具体的には、そのサイズが１
０μｍを下回るマイクロＬＥＤ素子において、その外部量子効率は、１１％を下回る。そ
れに対して、通常のサイズ（例えば１００μｍ以上１０００μｍ以下）のＬＥＤ素子の外
部量子効率は、３０％～６０％程度である。このように、サイズが１０μｍを下回るマイ
クロＬＥＤ素子は、通常のサイズのＬＥＤ素子と比較して、明らかに外部量子効率が低い
。マイクロＬＥＤディスプレイは、発光効率の高さを期待されている。そのため、マイク
ロＬＥＤディスプレイにとって、外部量子効率が低い事は、極めて深刻な問題である。
【００２３】
　〔第１の実施形態〕
　以下に、本発明の第１の実施形態に係るマイクロＬＥＤ素子１００を光源として搭載す
る画像表示素子２００について、図１～図３を参照して説明する。
【００２４】
　図１の（ａ）は、マイクロＬＥＤ素子１００を複数備えた画像表示素子２００の断面図
である。本発明のマイクロＬＥＤ素子１００の表面には、光取出し効率向上のため、多数
のマイクロメサ構造が形成されている。図１の（ｂ）は、マイクロメサ構造を説明するた
めの、マイクロＬＥＤ素子１００の断面拡大図である。図１の（ｃ）はマイクロメサ構造
の表面構造を示す平面模式図である。図１に示すように、画像表示素子２００は、複数の
マイクロＬＥＤ素子１００と、複数のマイクロＬＥＤ素子１００の各々に駆動電流を供給
する駆動回路が形成された駆動回路基板５０と、備え、複数のマイクロＬＥＤ素子１００
は、駆動回路基板５０上に２次元アレイ状に積層されている。
【００２５】
　図２は、マイクロＬＥＤ素子１００の製造工程のうち、マイクロメサ構造の製造工程を
示す図である。図３は、マイクロＬＥＤ素子１００及び、画像表示素子２００の製造工程
を示す図である。
【００２６】
　（マイクロＬＥＤ素子１００の構造）
　図１の（ａ）に示すように、画像表示素子２００は、画素領域１と、共通接続領域２と
、ダミー領域３と、外周部４を含む。画素領域１には、各画素を構成するマイクロＬＥＤ
素子１００が配列されており、マイクロＬＥＤ素子１００は、窒化物半導体層１４と、Ｐ
電極１９Ｐ（第１の電極）と、共通Ｎ電極３４（第２の電極）とを備えており、光出射面
側に共通Ｎ電極３４、駆動回路基板５０側にＰ電極１９Ｐを配置している。窒化物半導体
層１４のＰ電極１９Ｐ側には、マイクロメサ構造が形成されている。Ｐ電極１９Ｐは駆動
回路基板５０上のＰ側電極５１に接続され、共通Ｎ電極３４は共通接続領域２において、
プラグ３２を介して、駆動回路基板５０上のＮ側電極５２に接続されており、マイクロＬ
ＥＤ素子１００はそれぞれ対応するＰ側電極５１から電流を供給され、発光する。光射出
方向は駆動回路基板５０と反対の方向であり、共通Ｎ電極３４側である。
【００２７】
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　外周部４は画像表示素子２００の外縁を規定し、画像表示素子２００を個片に切り離す
ための切断領域や、ワイヤーボンドパッド等の外部回路との接続部を含む。外周部４では
、窒化物半導体層１４は除去されている。ダミー領域３は、画像表示素子２００の画素領
域１、共通接続領域２、外周部４以外の領域であり、この領域には窒化物半導体層１４が
配置されているが、発光せず、表面の平坦性を確保するために配置されている。駆動回路
基板５０の画素領域１には、各画素の駆動回路が配置され、主にダミー領域３には、行選
択回路、列信号出力回路、画像処理回路、入出力回路、等が配置されている。駆動回路基
板５０上のダミー電極５３は窒化物半導体層１４を固定すると共に、これらの回路を遮光
するために配置されている。
【００２８】
　マイクロＬＥＤ素子１００は画素分離溝１５によって、個別に分割されており、画素分
離溝１５は埋込材２０によって、埋められている。
【００２９】
　次に、マイクロＬＥＤ素子１００の一方の面に形成されたマイクロメサ１６について、
図１の（ｂ）と図１の（ｃ）に基づいて説明する。図１の（ｃ）は光射出面とは反対側の
表面の平面図であり、図１の（ｂ）は図１の（ｃ）のＡ－Ａ‘部分の断面図である。図１
の（ｂ）に示すように、窒化物半導体層１４は、光射出面側から順に、Ｎ側層１１と、発
光層１２と、Ｐ側層１３とによって構成され、Ｐ側層１３側の表面は複数のマイクロメサ
１６に加工されている。図１の（ｃ）に示すように、本実施形態では、マイクロメサ１６
は、Ｐ側層１３側に円形の平坦面１６Ｔを有し、Ｐ側層１３と発光層１２とＮ側層１１の
一部を含む傾斜面１６Ａを有する円錐台の形状をしている。従って、本発明のマイクロＬ
ＥＤ素子１００では、発光層１２が傾斜面１６Ａで囲われ、互いに分離された多数の領域
に分割されている。また、図１の（ｂ）に示すように、各マイクロメサ１６における発光
層１２は、傾斜面１６Ａによって、全周を囲われている。
【００３０】
　マイクロメサ１６の表面は保護膜１７に覆われ、平坦面１６ＴにはＰ側コンタクトホー
ル１８が開口され、Ｐ側電極層１９が形成されている。Ｐ側電極層１９の表面は、平坦化
保護膜２１によって覆われ、平坦化されていても良い。
【００３１】
　マイクロＬＥＤ素子１００の発光層１２側にマイクロメサ１６を形成する理由は、光取
出し効率を向上するためである。まず、マイクロＬＥＤ素子１００がマイクロメサを持た
ず、その形状は直方体として考える。マイクロＬＥＤ素子は平坦な窒化物半導体層１４を
ドライエッチングによって加工して形成するため、その側壁は窒化物半導体層１４に対し
てほぼ垂直であるため、マイクロメサを有しない場合として、前記仮定はほぼ現実的であ
る。発光層１２からは等方的に光が放出されるが、射出面（この場合Ｎ側層１１の表面）
の全反射によって、射出面に垂直な方向を中心とした臨界角α以内に放出された光（以降
、垂直光と呼ぶ）しか、直方体形状のＬＥＤ素子からは射出されない。それ以外の光は、
直方体の中で反射を繰り返し、外部には射出されない。ＧａＮ層（屈折率：２．５）から
屈折率が１．５の樹脂層に射出する場合、α＝３７度程度であり、Ｐ側層方向に放出され
、Ｐ側層１３表面で反射されて、Ｎ層側から出射される分を、反射ロスが無いとして含め
ても、全体の２０％程度の光しか、取り出すことができない。尚、Ｎ側層１１の上に、共
通Ｎ電極３４が有っても、その外側に樹脂層が有れば、事情は変わらない。外側が空気の
場合、臨界角は更に小さくなる。
【００３２】
　発光層１２に対する角度が±β以内に射出される光（以降、水平光と呼ぶ）は、発光層
１２の発光量全体に対して、ｓｉｎβ程度で比率を占める。β＝３７度の場合には、６０
％程度と大きな比率を占める。発光層１２が発光層１２と垂直に交わる側面で囲われた場
合には、上述のように水平光を窒化物半導体層１４の外に取り出すことができない。一方
、傾斜面１６Ａで発光層１２を囲うことにより水平光の向きを変え、射出面から外部に取
り出すことができ、取出し効率を大幅に改善することができる。
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【００３３】
　傾斜面１６Ａが発光層１２と成す面と交わる角度をθとすると、θは４５度を含む所定
の範囲内の角度であることが好ましいが、θ＝４５度の場合には、β＝αの水平光が出射
面から外部へ放射することができ、最も取り出し効率が高い。従って、θ＝４５度が最も
好ましい。
【００３４】
　以上のように、マイクロＬＥＤ素子１００は、光出射面の側から見てＮ側層１１、発光
層１２、及びＰ側層１９がこの順番で積層された窒化物半導体層１４と、Ｐ側層１９側に
配置された第１の電極１９Ｐと、Ｎ側層１１側に配置された第２の電極３４と、窒化物半
導体層１４のＰ側層１９側の表面に形成された複数のマイクロメサ１６とを備え、複数の
マイクロメサ１６の各々は、Ｐ側層１９の平坦面１６Ｔを有すると共に、発光層１２を傾
斜面１６Ａによって囲っており、傾斜面１６Ａは、Ｐ側層１９から、Ｎ側層１１の一部ま
で続く面であって、発光層１２に対して、４５度を含む所定の範囲内の角度で傾斜してい
る。
【００３５】
　ただし、後述するように傾斜面１６Ａは、窒化物半導体層１４の一部をエッチング（図
２の（ｂ）参照）することにより形成される。実際に製造されたマイクロＬＥＤ素子１０
０における角度θは、このエッチングの精度に依存し、ある程度の範囲内に変動する。エ
ッチング手法としてドライエッチングを採用した場合、エッチングの精度に起因する角度
θの変動範囲は、±１０度程度であるとよい。したがって、実際に製造されたマイクロＬ
ＥＤ素子１００における角度θは、所定の角度である４５度に限定されず、４５度を中心
とする所定の角度、すなわち、４５度±１０度の範囲に含まれていれば良い。なお、上述
した角度θの変動範囲は、後述するエッチング工程において採用するエッチング手法に依
存して変化し得る。
【００３６】
　発光層１２から傾斜面１６Ａの底部までの垂直方向の距離をＤとすると、Ｄは大きい方
が取出し効率が高い。発光層１２が傾斜面１６Ａと交わる部分の直径をφとすると、Ｄ＝
ｓｉｎβ／（ｃｏｓβ－ｓｉｎβ）・φであれば最も光取出し効率が最も高い。この条件
が満たされれば、発光層１２から発した水平光は全て、取り出すことができるからである
。β＝３７度の場合、Ｄ＝３．０６・φとなり、Ｄの上限は、平面視した発光層１２の径
の約３倍程度である。一方、Ｄが大きくなると、θ＝９０度の場合に比べて、発光層１２
の面積は、｛φ／（φ＋２・Ｄ）｝２に減少し、発光層１２を流れる電流密度が高くなり
、ドループ効果によって、内部量子効率が低下する。従って、実際のＤ値は、取出し効率
の向上と発光層面積の減少によるドループ効果のトレードオフで最適値が決定される。
【００３７】
　次に、１個のマイクロＬＥＤ素子１００に対して、小さなマイクロメサ１６を多数設け
る理由を説明する。光取出し効率を向上させるために、マイクロＬＥＤ素子１００の外周
にマイクロメサを形成することも可能であるが、これには次の２点の問題点が有ることが
判明した。第１に、上述のように、取出し効率を最大限高めようとすれば、残される発光
層１２の径φに比べて、Ｄの値を大きくしなければならない。しかし、Ｄの値には、Ｎ側
層１１の厚さと言う上限が有り、マイクロＬＥＤ素子１００の大きさが大きい場合には、
光取出し効率を十分に上げることができない。マイクロメサ１６を形成することで、比較
的小さなＤの傾斜面１６Ａによって、光取出し効率を向上できる。
【００３８】
　第２に、マイクロＬＥＤ素子１００の外周に、傾斜面を設ける場合には、傾斜面を形成
した段階で、マイクロＬＥＤ素子１００の外形が決定されているために、窒化物半導体層
１４を駆動回路基板５０に貼り合わせる段階で、マイクロＬＥＤ素子１００をＰ側電極５
１に対して、精緻にアライメントする必要が有る。しかし、窒化物半導体層１４の表面に
、多数のマイクロメサ１６が形成されており、窒化物半導体層１４の貼り合わせの後に、
マイクロＬＥＤ素子１００として加工される場合には、このようなアライメントは必要無
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い。マイクロメサ１６を予め窒化物半導体層１４の表面に形成して置くことにより精緻な
アライメントを必要としないウエハ／ウエハ貼り合わせによって、駆動回路基板５０と窒
化物半導体層１４を貼り合わせることができ、生産性を大幅に高めることができる。更に
、画像表示素子２００の全工程をウエハプロセス（前半工程）によって実行できるため、
分割した窒化物半導体層をダイボンディング装置によって駆動回路基板に搭載する場合（
後半工程）に比べて、ダストを低減して歩留りを向上することができる。これによって、
画像表示素子２００のコストを大幅に低減することができる。
【００３９】
　（マイクロＬＥＤ素子１００の製造方法）
　次に、マイクロＬＥＤ素子１００の製造方法の一例である製造方法について、図２及び
図３を参照して説明する。
【００４０】
　図２の（ａ）に示すように、成長基板１０上にＮ側層１１、発光層１２、及びＰ側層１
３をこの順番で積層することによって窒化物半導体層１４を形成する（工程１）。成長基
板１０としては、例えば、（１１１）面シリコン基板を用いることができる。特に駆動回
路基板５０と同じ大きさであることが好ましい。サファイア（Ａｌ2Ｏ3）やＳｉＣ等であ
っても良い。また、窒化物半導体層１４を構成する物質としては、例えばＧａＮ系の半導
体等を用いることができる。また、窒化物半導体層１４を成長基板１０上に成長させる装
置としては、例えばＭＯＣＶＤ装置を用いることができる。なお、成長基板１０は、表面
に凹凸構造を有していても良い。Ｎ側層１１は、層厚方向に導通する必要が有るため、内
部に高抵抗層を含まないことが好ましく、層厚方向全体を通してＮ型の良導体であること
が好ましい。また、成長基板１０に窒化物半導体層１４を形成し、室温に戻した段階で、
成長基板１０の反りが小さいことが好ましく、８インチウエハの場合には３５μｍ以下で
あることが好ましい。このような反りの低減は、Ｎ側層１１内に適切なバッファ層を設け
ることにより実現できる。
【００４１】
　発光層１２は、ＩｎＧａＮ層やＧａＮ層からなる多重量子井戸層を含む。Ｎ側層１１及
びＰ側層１３は、それぞれ種々の多層構造により構成される。本実施形態において、Ｎ側
層１１、発光層１２、及びＰ側層１３の具体的な構成は、特に限定されるものではなく、
例えば、従来のＬＥＤ素子が採用しているＮ側層、発光層、及びＰ側層の構成を適宜採用
することができる。したがって、本実施形態では、Ｎ側層１１、発光層１２、及びＰ側層
１３の具体的な構成に関する説明を省略する。
【００４２】
　なお、Ｎ側層１１の厚さｔnは、一般的に１０μｍ以下であり、５μｍ±２μｍ程度で
ある場合が多い。発光層１２の厚さｔmqwは、一般的に１０ｎｍ以上２００ｎｍ以下であ
り、５０ｎｍ以上１００ｎｍ以下程度である場合が多い。Ｐ側層１３の厚さｔpは、一般
的に５０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下であり、１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下程度である場
合が多い。
【００４３】
　図２の（ｂ）に示すように、窒化物半導体層１４の一部をエッチングすることによりマ
イクロメサ１６を形成する（工程２）。マイクロメサ１６の傾斜面１６Ａと発光層１２の
なす面が交わる角度θが、所定の範囲内の角度である４５度となるように形成する。マイ
クロメサ１６を形成するために、まず、通常のフォトリソグラフィ工程を用いて、マイク
ロメサ平坦面１６Ｔを覆うレジストパターンを形成する。その後、ドライエッチング装置
を用いて、Ｐ側層１３と、発光層１２と、Ｎ側層１１の一部とをエッチングする。
【００４４】
　次いで、図２の（ｃ）に示すように、保護膜１７を積層する。保護膜１７は、例えば、
ＳｉＯ2（二酸化ケイ素）をＣＶＤ法により形成する。
【００４５】
　更に、図２の（ｄ）に示すように、マイクロメサ平坦面１６Ｔの保護膜１７を除去して
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、Ｐ側コンタクトホール１８を形成する。これには通常のフォトリソグラフィ法とウエッ
ト又はドライエッチング法を用いて、形成することができる。
【００４６】
　図２の（ｅ）に示すように、Ｐ側電極層１９を全面に形成する。後述するように、画素
領域１でのＰ電極層１９は、マイクロＬＥＤ素子１００のＰ側層１３と接続するＰ電極１
９Ｐとなる（後述図３の（ｃ）も参照）（工程３）。この段階では、Ｐ側電極層１９は成
長基板１０であるウエハ全面に形成され、パターンニングされていない。Ｐ側電極層１９
としては、窒化物半導体層１４に接して界面反射率が高い金属薄膜、例えばアルミニュウ
ムまたは銀などの薄膜をＰ側層側に配置し、表面側には、駆動回路基板５０上のＰ側電極
５１との接続に適した金や銅を配置した金属多層膜が適している。Ｐ側電極層１９はＩＴ
Ｏ（インジュウム・錫・酸化物）の様な透明導電膜と金属膜の積層膜でも良い。このよう
な多層膜は、例えば、電子ビーム蒸着法やスパッタリング法を用いて形成することができ
る。
【００４７】
　図２の（ｆ）に示すように、平坦化保護膜２１を形成する。平坦化保護膜２１は、マイ
クロメサ傾斜面１６Ａや底部１６Ｂのような凹部を埋めて、表面を平坦化する保護膜であ
る。例えば、Ｐ側電極層１９の上に、ＳｉＯ2（二酸化ケイ素）等の保護膜を積層し、表
面をＣＭＰによって平坦化し、マイクロメサ平坦面１６Ｔ上のＰ側電極層１９を露出させ
るようにすることにより形成できる。平坦化保護膜２１は省略することも出来る。
【００４８】
　以上の工程によって、成長基板１０上に形成された窒化物半導体層１４の表面全面に、
マイクロメサ１６が形成される。
【００４９】
　続いて、図３を用いて、マイクロＬＥＤ素子１００及び画像表示素子２００の製造工程
を説明する。
【００５０】
　駆動回路基板５０は画像表示素子２００の駆動回路が形成されており、各マイクロＬＥ
Ｄ素子１００を駆動する画素駆動回路、２次元アレイに配置された画素のうち、特定の行
を選択する行選択回路、特定の列の発光強度信号を出力する列信号出力回路、画像処理回
路等を含んでいる。駆動回路基板５０の表面には、画素領域１内では、各マイクロＬＥＤ
素子１００に電流を供給するＰ側電極５１、共通接続領域２には、Ｎ側電極５２、ダミー
領域３にはダミー電極５３、外周部４には外部接続電極５４が露出している。図３は１個
の画像表示素子２００の断面模式図を示しているが、実際の工程は複数の画像表示素子２
００を配置した基板状態で行われる。例えば、駆動回路基板５０は８インチシリコン基板
であり、画像表示素子２００の駆動回路が数百個配置されている。
【００５１】
　まず、図３の（ａ）に示すように、駆動回路基板５０上に、図２の工程で形成した窒化
物半導体層１４を貼り合わせる（工程４）。窒化物半導体層１４の表面には、Ｐ電極層１
９が露出しており、駆動回路基板５０上のＰ側電極５１、Ｎ側電極５２、ダミー電極５３
、外部接続電極５４と接続される。この際、貼り付けは金属電極（例えば銅）同士の直接
接続でも良いし、金属ナノ粒子を接着層として介在させても良い。本貼付け工程では、精
密なアライメントは必要無い。ウエハ同士の貼り合わせの場合、ウエハ同士が重なり合え
ば良い。尚、貼り合わせの際の加熱、冷却による膨張・収縮によるストレスを避けるため
、成長基板１０と駆動回路基板５０は、同材料であることが好ましく、特にシリコンであ
ることが好ましい。
【００５２】
　次に図３の（ｂ）の工程において、成長基板１０を除去する（工程５）。シリコン基板
の場合、研削、研磨、プラズマエッチング、ウエットエッチング等を組み合わせて、除去
することができる。なお、図３に示す工程では、成長基板１０が付いた状態で、窒化物半
導体層１４を駆動回路基板５０と貼り合わせたが、一旦、窒化物半導体層１４を別の基板
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（転写基板）に転写した後に、駆動回路基板５０に貼り合わせ、転写基板を剥離しても良
い。
【００５３】
　次いで、図３の（ｃ）に示すように、画素分離溝１５を形成する。画素分離溝１５は、
少なくとも、窒化物半導体層１４から、Ｐ電極層１９までをエッチングして、分割する溝
である（工程６）。画素領域１では、各マイクロＬＥＤ素子１００が、画素分離溝１５に
よって個別に分割される。画素領域１でのＰ電極層１９は、マイクロＬＥＤ素子１００の
Ｐ側層１３と接続するＰ電極１９Ｐとなる（工程３）。各画素領域１と共通接続領域２の
境界や、共通接続領域２とダミー領域３の境界には同時に境界溝１５Ｂが形成される。共
通接続領域２やダミー領域３を、更に境界溝１５Ｂによって、細かく分割しても良い。共
通接続領域２のＰ電極層１９はＮ側電極５２と接続するＮ電極１９Ｎとなり、ダミー領域
３のＰ電極層１９はダミーＰ電極１９Ｄとなる。外周部４では窒化物半導体層１４やＰ電
極層１９が除去され（露出帯１５Ｏ）、外部接続電極５４が露出する。共通接続領域２に
は、Ｎ側電極５２上に、共通電極コンタクトホール１５Ｈが形成される。
【００５４】
　画素分離溝１５の断面形状は、図３の（ｃ）の断面視において、マイクロＬＥＤ素子１
００の外形をなす側壁が順テーパーになることが好ましい。後工程の埋込材２０形成工程
において、画素分離溝１５を埋め易くするためである。逆テーパーとなると、気泡が側壁
に残り安く、光出力のバラツキを生じ易い。但し、テーパー角度が大きくなると、発光層
１２の面積が減少するため、テーパー角度は７０度から９０度の範囲が好ましい。ここで
、上記テーパー角度とは、図３（ｃ）に示すように、マイクロＬＥＤ素子１００の外形を
なす側壁と前記光射出面とがなす角度のことを指す。
【００５５】
　本工程以降の工程は駆動回路基板５０に対して、処理が行われ、各パターンニングは駆
動回路基板５０に対して、精密にアライメントされる。なお、本工程は、画素分離溝１５
や境界溝１５Ｂの形成工程と、露出帯１５Ｏと共通電極コンタクトホール１５Ｈの形成工
程は、分けて行っても良い。
【００５６】
　次いで、図３の（ｄ）に示すように、画素分離溝１５を埋込材２０によって埋め込み、
窒化物半導体層１４は露出させる。同時に、境界溝１５Ｂ、共通電極コンタクトホール１
５Ｈや露出帯１５Ｏも埋込材２０によって埋められる。埋込材２０は、後工程で共通Ｎ電
極を形成するために、表面を平坦化することを第１の目的とする層であり、樹脂材でもＣ
ＶＤ膜でも、両者の組合せでも良い。隣接画素への光の漏出を防ぐために、光を吸収する
顔料やカーボンブラックなどを加えた樹脂でも良い。逆に反射を強化し、マイクロＬＥＤ
素子１００の光出力を向上させるために、反射材となる白色顔料や、散乱粒子を加えた樹
脂であっても良い。
【００５７】
　次いで、図３の（ｅ）に示すように、共通電極コンタクトホール１５Ｈ部の埋込材２０
を除去し、図３の（ｆ）に示すように、共通電極コンタクトホール１５Ｈをプラグ３２で
埋める。プラグ３２はタングステン等の材料であっても良い。更に、図３の（ｇ）に示す
ように、窒化物半導体層１４の、駆動回路基板５０と反対側の面に共通Ｎ電極３４を形成
する（工程７）。共通Ｎ電極３４はＩＴＯ等の透明導電膜を採用してもよいし、窒化物半
導体層１４の大部分に開口部を有し、画素分離溝１５上に金属薄膜パターンを配置した金
属製のメッシュ状電極を採用してもよいし、両者を組み合わせてもよい。共通Ｎ電極３４
はマイクロＬＥＤ素子１００のＮ側層１１と接続し、共通接続領域において、プラグ３２
を介して、Ｎ側電極５２へ接続する。
【００５８】
　以上のように、画像表示素子の製造方法は、成長基板１０上にＮ側層１１、発光層１２
、及びＰ側層１３をこの順番で積層することによって窒化物半導体層１４を得る工程（上
記工程１）と、窒化物半導体層１４のＰ側層１３、発光層１２、及びＮ側層１１の一部を
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エッチングすることにより傾斜面１６Ａを形成することで、Ｐ側層１３からなる平坦面１
６Ｔと傾斜面１６Ａを含むマイクロメサ１６を形成する工程（上記工程２）と、Ｐ側層１
３上に第１の電極１９Ｐを設ける工程（上記工程３）と、窒化物半導体層１４を駆動回路
基板５０に貼り合わせる工程（上記工程４）と、成長基板１０を除去する工程（上記工程
５）と、駆動回路基板５０上において、窒化物半導体層１４をエッチングし、マイクロＬ
ＥＤ素子１００毎に分割する工程（上記工程６）と、窒化物半導体層１４の、駆動回路基
板５０と反対側の面に第２の電極３４を形成する工程（上記工程７）とを含み、マイクロ
メサを形成する工程（上記工程２）は貼り合わせ工程（上記工程４）の前に実施される。
【００５９】
　最後に、外周部４の埋込材２０が除去され、外部接続電極５４が表面に出す。なお、Ｎ
型共通Ｎ電極３４を形成後、マイクロＬＥＤ素子１００上に、波長変換層を形成しても良
い。波長変換層を形成する際には、画像表示素子２００の表面は、図３の（ｇ）のように
、全面が平坦であることが好ましい。波長変換層は樹脂層を塗布する場合が多いため、平
坦で無いと、塗布時にストリエーション等の不均一性が生じる、均一な波長変換層が形成
できないと言う問題が生じる。ダミー領域３に窒化物半導体層１４が無い場合には、窒化
物半導体層１４の厚さである数μｍの高さの段差が生じるため、このような平坦性が確保
されず、大きな問題となる。従って、ダミー領域３の窒化物半導体層１４は必要であり、
それを固定するためのダミー電極５３も必要である。
【００６０】
　駆動回路基板５０上に形成された、画像表示素子２００は、最終的に個別に切断され、
パッケージングされる。
【００６１】
　本製造工程では、窒化物半導体層１４の駆動回路基板５０への貼り合わせが、精密なア
ライメント無しで行うことができるため、貼り合わせ工程の設備が簡略化でき、且つ、短
時間で貼り合わせが出来るため、非常に高い生産効率を実現できる。また、貼り合わせを
ウエハレベルで実行できるため、全ての工程をクリーン度の高い前半工程で実行すること
ができる。その結果、ダスト発生を防止し、高い歩留りを実現できる。従って、画像表示
素子２００のコストを低減することができる。
【００６２】
　（マイクロＬＥＤ素子１００の特性）
　本実施例のマイクロＬＥＤ素子１００は、図１に示したマイクロＬＥＤ素子１００にお
いて、以下の構成を採用したものである。
・平面視した場合の輪郭：一片の長さが８．５μｍの正方形（画素分離溝１５幅は１．５
μｍ、マイクロＬＥＤ素子１００の配置ピッチは１０μｍ）
・マイクロメサ：一辺が２μｍの正三角形の各頂点にマイクロメサの中心を配置
・ｔp＝１００ｎｍ
・ｔmqw＝７０ｎｍ
・ｔn＝５０００ｎｍ
・θ＝４５度
・Ｄ＝５００ｎｍ
・φ＝１μｍ
　また、本実施例のマイクロメサ構造を設けずに形成したマイクロＬＥＤ素子を、比較例
として用いた。
【００６３】
　それぞれに同一の駆動電流を供給した状態において、本実施例のマイクロＬＥＤ素子１
００及び第１の比較例のマイクロＬＥＤ素子の光出力を測定した。その結果、本実施例の
マイクロＬＥＤ素子１００の光出力は、比較例のマイクロＬＥＤ素子の光出力に対して１
９０％であった。
【００６４】
　この光出力の顕著な増加はマイクロメサ１６によってもたらされたと、本願の発明者は
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推測している。マイクロメサ傾斜面１６Ａを設け、その傾斜面１６Ａの外側を透明な低屈
折率材料からなる保護膜１７で覆ったことにより、発光層１２から放射される水平光が、
出射面方向へ全反射される。そして、この反射光は、Ｎ側層１１の光出射面に対してほぼ
垂直に入射し、外部に射出される。
【００６５】
　このような光は、マイクロメサ傾斜面１６Ａが無ければ、発光層１２から水平方向に射
出されて、窒化物半導体層１４の中において反射を繰り返す過程において減衰する。すな
わち、このような光は、外部には射出されない。
【００６６】
　マイクロＬＥＤ素子１００においては、マイクロメサ１６の形成によって、発光層１２
の面積は、マイクロＬＥＤ素子１００の面積と比較して、縮小されている。本実施例では
、マイクロＬＥＤ素子１００の面積に対する発光層１２の面積の割合は、平均的にπ・６
００２／（１／２・２０００２・√３）＝０．３２６となり、約３３％程度となる。従っ
て、発光層１２に注入される電流密度は３倍程度と大きくなっているはずである。
【００６７】
　外部量子効率の電流依存性のデータを用いて、内部量子効率と光取出し効率とを分離し
、内部量子効率を評価した。その結果、本実施例のマイクロＬＥＤ素子１００の内部量子
効率、及び、第１の比較例のマイクロＬＥＤ素子の内部量子効率は、それぞれ、６６％と
７０％であり、マイクロメサ１６の形成によって、内部量子効率の低下が見られた。これ
は、電流密度の増加によるドループ効果と、マイクロメサの形成時のエッチングのダメー
ジの影響の両方が考えられる。従って、本実施例のマイクロＬＥＤ素子１００における発
光効率の向上は、主に光取出し効率の向上（２．０倍＝１．９×７０％／６６％）によっ
ていることが分かった。
【００６８】
　〔変形例〕
　第１の実施形態の変形例であるマイクロＬＥＤ素子１００ａの構成及び製造方法につい
て、図４を参照して説明する。図４の（ａ）～図４の（ｃ）は、本変形例の製造方法の各
ステップにおけるマイクロＬＥＤ素子１００ａの断面図である。本変形例は、Ｐ電極層１
９ａがマイクロメサ１６ａ毎に分割されている点が、第１の実施形態と異なり、その他の
点は第１の実施形態と同じである。
【００６９】
　マイクロＬＥＤ素子１００ａでは、図４の（ａ）に示すように、図２の（ａ）に示した
窒化物半導体層１４を成長した後、その表面にＰ電極層１９ａを形成する。Ｐ電極層１９
ａは図２の（ｅ）に示した金属多層膜でも良いし、ＩＴＯ等の透明導電層と金属多層膜の
組合わせでも良い。
【００７０】
　次いで、図４の（ｂ）に示すように、マイクロメサ１６ａを形成する。マイクロメサ１
６ａの表面に、Ｐ電極層１９ａが載っている以外は、図２の（ｂ）と同じである。続いて
、図４の（ｃ）に示すように、保護膜１７ａを積層し、ＣＭＰによって、表面を平坦化し
、Ｐ電極層１９ａを露出させる。駆動回路基板５０上に、図４の（ｃ）の窒化物半導体層
１４を貼り付け、マイクロＬＥＤ素子１００ａ及び、画像表示素子２００ａを形成する工
程は図３に示された方法と同じである。
【００７１】
　このように、マイクロＬＥＤ素子１００ａのＰ電極は、マイクロメサ１６ａ毎に分割さ
れていても、特性としては相違がない。また、工程も図２の工程より簡略化できる。
【００７２】
　〔第２の実施形態〕
　本実施形態は、第１の実施形態に対して、マイクロメサの形状が異なる点以外は、基本
的に変わらない。第１の実施形態では、図１の（ｃ）に示したように、平面視で円形のマ
イクロメサを正三角形の頂点の位置に配置したが、マイクロメサの形状は円形に限らず、
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図５に示すように、様々な形状及び配置が可能である。
【００７３】
　図５の（ａ）、図５の（ｃ）、及び図５の（ｅ）は四角形をベースにしたマイクロメサ
形状の例である。図５の（ｂ）及び（ｄ）は、それぞれ、図５の（ａ）及び図５の（ｃ）
の１個のマイクロメサを斜め上方から見た鳥瞰図であり、傾斜面１６ｂ及び１６ｃをそれ
ぞれ示している。図５の（ａ）ではマイクロメサの中心Ｐから、周囲を見た時、図５の（
ｂ）に示すように、周囲が完全に傾斜面１６ｂによって覆われていない。これに対して、
図５の（ｃ）の場合には、図５の（ｄ）に示すように、四方を傾斜面１６ｃが覆う。従っ
て、マイクロメサ構造が無い場合に比べれば、何れの場合も、光取出し効率は向上するが
、図５の（ｃ）の構造の方が光取出し効率の向上効果はより大きい。即ち、傾斜面１６ｂ
のように、発光層１２の全周を覆わない場合にも光取出し効果の改善と言う利点は得られ
るが、傾斜面１６ｃのように発光層１２は周囲全体を傾斜面で覆われることが、より好ま
しい。
【００７４】
　図５の（ｅ）のように、配置がずれても、光取出し効率の向上効果は、図５の（ｃ）と
変わらない。
【００７５】
　更に、マイクロメサ形状は図６の（ａ）に示すような六角形でも、図６の（ｂ）に示す
ような三角形の組合わせでも光取出し効率の向上効果が得られる。また、稠密に配置でき
るなら、図６の（ｃ）に示すように、局所的にランダムな形状、配置であっても構わない
。
【００７６】
　〔第３の実施形態〕
　本実施形態は、マイクロメサの配置パターンと、マイクロＬＥＤ素子１００の大きさの
関係を制限する点以外は、第１の実施形態や第２の実施形態と変わらない。図７に示すよ
うに、マイクロＬＥＤ素子の発光特性を均一化する上で、マイクロメサの配置パターンと
、マイクロＬＥＤ素子１００の大きさは、一定の関係を満たすことが好ましい。
【００７７】
　マイクロＬＥＤ素子１００は駆動回路基板５０に対してアライメントされるが、マイク
ロメサが形成された窒化物半導体層１４は、駆動回路基板５０にアライメントされていな
いため、マイクロメサの配置と無関係に、マイクロＬＥＤ素子１００の形状が加工される
。図７の（ａ）に示すように、マイクロメサパターンに対して、マイクロＬＥＤ素子１０
０の外形を表す矩形をＰ１、マイクロＬＥＤ素子１００と周囲の画素分離溝１５の中心線
を表す矩形をＰ０とすると、Ｐ０とＰ１はマイクロメサパターンに対して、ランダムに重
ね合わされ、Ｐ１の内部に含まれるマイクロメサが、そのマイクロＬＥＤ素子の発光領域
となる（Ｐ０はマイクロＬＥＤ素子１００の配置周期に対応する。）。なお、図７の（ａ
）に強調して示したように、マイクロメサパターンの座標軸とマイクロＬＥＤ素子１００
の座標軸は平行となるとは限らず、角度ずれが生じ得る。これは、例えば駆動回路基板５
０に窒化物半導体層１４を有する成長基板１０を貼り合わせる際の、ウエハノッチのアラ
イメント精度で決まるが、その大きさは一般に０．５度以下と小さい。従って、マイクロ
ＬＥＤ素子１００の大きさの範囲では、大きな問題とはならないので、以降は、両者は平
行として図示する。但し、画像表示素子２００全体でみると問題となる。
【００７８】
　このように本実施形態では、Ｐ側層の側から平面視した場合、マイクロＬＥＤ素子１０
０は矩形形状を有し、マイクロメサは、前記矩形の一辺に対して、平行又はほぼ平行な行
列パターンで配置されている。ここで、「ほぼ平行」とは、平行な場合から所定の角度以
内のずれを有する場合を指し、例えば、平行な場合から０．５度以内のずれを有する場合
のことを指す。
【００７９】
　また、図７の（ａ）に示すように、本実施形態において、マイクロＬＥＤ素子１００に
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は、Ｐ側層の側から平面視した場合、平坦面の一部が欠落したマイクロメサが含まれてい
る。これは、図７の（ｂ）及び（ｃ）に示す例においても同様である。
【００８０】
　図７の（ｂ）に示すように、マイクロＬＥＤ素子１００の外形が、Ｐ１と同じ場合でも
、Ｐ２とＰ３の位置に配置された場合が在り得る。これらの場合、マイクロＬＥＤ素子１
００に含まれる完全なマイクロメサの数は、Ｐ２の場合が９個、Ｐ３の場合が１３個と大
きく異なる。このように、アライメントのされ方によっては、平坦面１６Ｔが欠けていな
いマイクロメサの数はマイクロＬＥＤ素子毎にばらつく。ここで、傾斜面１６Ａにも欠け
が無いマイクロメサの光出力が最も高く、欠けが大きくなる程、光出力が落ちるため、平
坦面１６Ｔの欠けの無いマイクロメサの数を、光取出し効率の尺度として用いた。画素分
離溝１５を形成する際に、一部のマイクロメサでは、平坦部や傾斜部が分断され、パター
ンに欠けが生じる。画素分離溝１５によって、削られる量が多い程、その不完全なマイク
ロメサからの発光量は低下する。平坦部が削られれば、電流量が減少し、発光量は低下す
るし、傾斜部のみが削られても、取出し効率の低下で、光取出し量は低下する。従って、
完全なマイクロメサ数が多いマイクロＬＥＤ素子程、発光量が大きくなる。
【００８１】
　このような、平坦面１６Ｔが欠けていないマイクロメサ数のバラツキを抑制する上で、
次の２点の対策が必要である。第１は比較的近傍のマイクロＬＥＤ素子間の発光量のバラ
ツキを低減すること、第２はマイクロＬＥＤ素子間の発光量のバラツキ幅を低減すること
である。
【００８２】
　第１の点を改善するためには、マイクロメサの配置が、画像表示素子２００内の近接し
ているマイクロＬＥＤ素子間で同じにすれば良い。これはマイクロメサの配置周期に対し
て、マイクロＬＥＤ素子の配置周期が整数倍となっていれば良い。そうすれば、近接した
マイクロＬＥＤ素子同士では、マイクロＬＥＤ素子内のマイクロメサパターンの配置が同
じにすることができる。図７の（ａ）では、マイクロメサのＸ方向の周期をＸａ、Ｙ方向
の周期をＹａとすると、Ｐ０のＸ方向の長さＰ０ｘはＮ×Ｘａ（Ｎは整数）、Ｙ方向の長
さＰ０ｙはＭ×Ｙａ（Ｍは整数）であれば良い。
【００８３】
　第２の点に関するバラツキの大きな要因は、駆動回路基板５０上のＰ側電極５１に対す
るマイクロメサパターンの相対的な位置と画素分離溝１５の位置のバラツキによって生じ
る。このバラツキは、駆動回路基板５０に窒化物半導体層１４を有する成長基板１０を貼
り合わせる際のアライメントのバラツキや、画素分離溝１５のパターンニングの際のアラ
イメントのバラツキによって生じる。このようなバラツキを低減するためには、図７の（
ｂ）のＰ２のように、配置位置によって、内包する完全なマイクロメサの数が大きく異な
るようなサイズを避けることが好ましい。図７の（ｂ）のパターンＰ２の大きさには、次
の特徴がある。即ち、マイクロメサのＸ方向の行の周期をＸｂ（＝Ｘａ／２）と表し、マ
イクロメサのＹ方向の列の周期をＹｂ（＝Ｙａ／２）と表した場合、Ｘｂ及びＹｂに対し
て、Ｐ２のＸ方向の長さＰ２ｘが、２×Ｌ×Ｘｂ（Ｌは整数）であり、Ｐ２のＹ方向の長
さＰ２ｙが、２×Ｋ×Ｙｂ（Ｋは整数）となっている点である。
【００８４】
　このように２次元アレイをなすマイクロＬＥＤ素子の配置ピッチは、マイクロメサの配
置パターンの、対応する方向の周期の整数倍となっている。
【００８５】
　従って、例えば、図７の（ｃ）のＰ４のように、Ｐ４のＸ方向の長さＰ４ｘが（Ｌ＋１
／２）×Ｘｂ（Ｌは整数）、Ｙ方向の長さＰ２ｙが（Ｋ＋１／２）×Ｙｂ（Ｋは整数）と
なるようにすれば良い。換言すれば、マイクロＬＥＤ素子１００の外形を表す矩形の一辺
の長さを、マイクロメサの対応する辺方向の周期の整数倍と１／２周期異なるようにすれ
ばよい。すなわち、マイクロＬＥＤ素子１００の外形を表す矩形の行方向の長さを、マイ
クロメサの行の周期の整数倍と１／２異なるようにし、マイクロＬＥＤ素子１００の外形
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を表す矩形の列方向の長さを、マイクロメサの列の周期の整数倍と１／２異なるようにす
ればよい。
【００８６】
　このような配置とした結果、図７の（ｃ）のＰ４と、同じ大きさで位置を変えたパター
ンであるＰ５では、完全なマイクロメサの数は、１５個と１４個であり、図７の（ｂ）の
ような大きな相違は現れない。
【００８７】
　なお、図７の（ａ）のマイクロメサパターンは、同じ周期の２個のパターンがずれて配
置されているとも見做せるため、パターンの周期と、パターンに見られる行や列のピッチ
が異なり、Ｘｂ＝Ｘａ／２、Ｙｂ＝Ｙａ／２の関係があった。しかし、図８の（ａ）のよ
うに単純なマイクロメサパターンでは、Ｘｂ＝Ｘａ、Ｙｂ＝Ｙａである。同じ四角形のマ
イクロメサであっても、図８の（ｂ）のようなパターンでは、Ｘｂ＝Ｘａ／３、Ｙｂ＝Ｙ
ａ／３となる。マイクロＬＥＤ素子の２次元配列方向に対する、マイクロメサパターンの
配置周期（Ｘａ、Ｙａ）と、マイクロメサパターンに見られる行や列のピッチ（Ｘｂ，Ｙ
ｂ）の関係は、マイクロメサパターンによって異なる。
【００８８】
　本実施形態では、上記第１と第２の点を改善するために、マイクロメサパターンと、画
素分離溝１５の幅に一定の制約を設ける。ここで、ＷｘはＹ軸方向に繋がる画素分離溝１
５の幅であり、ＷｙはＸ軸方向に繋がる画素分離溝１５の幅であるとする。
【００８９】
　図７の（ｃ）の例では、Ｐ０ｘ＝Ｐ４ｘ＋Ｗｘであり、Ｐ０ｘ＝Ｎ×Ｘａ、Ｐ４ｘ＝（
Ｌ＋１／２）×Ｘｂであるから、Ｗｘ＝（２×Ｎ－Ｌ－１／２）×Ｘｂ＝（Ｈ＋１／２）
×Ｘｂ（Ｈは整数）の関係を満たすことが望ましい。同様に、Ｐ０ｙ＝Ｐ４ｙ＋Ｗｙであ
り、Ｐ０ｙ＝Ｍ×Ｙａ、Ｐ４ｙ＝（Ｋ＋１／２）×Ｙｂであるから、Ｗｙ＝（２×Ｍ－Ｋ
－１／２）×Ｘｂ＝（Ｉ＋１／２）×Ｙｂ（Ｉは整数）の関係を満たすことが望ましい。
　　　
【００９０】
　図７の（ａ）、図７の（ｂ）の例において、Ｘａ＝２μｍ、Ｙａ＝２√３＝３．４６４
μｍの場合、Ｗｘは１μｍの整数倍で有ることを避けることが第１に重要であり、次に１
μｍの整数倍から０．５μｍだけずれた値とすることが好ましく、具体的には、０．５μ
ｍ、１．５μｍ、２．５μｍ等が最適値となる。この時、Ｐ０ｘは２μｍの整数倍であり
、２μｍ、４μｍ、６μｍ、８μｍ、１０μｍ、１２μｍ等となる。同様にＷｙは１．７
３２μｍの整数倍を避けることが第一に重要であり、１．７３２μｍの整数倍から、０．
８６６μｍずれることが好ましく、具体的には、０．８６６μｍ、２．６μｍ、４．３３
μｍ等が最適値となる。このとき、Ｐ０ｙは３．４６４μｍ、６．９２８μｍ、１０．０
３９μｍ、１３．８５６μｍ等となる。マイクロＬＥＤ素子の大きさや画素分離溝の加工
能力を考慮して、こう言った組合わせの中から最適値を選択することができる。実際には
、Ｐ０ｘ，Ｐ０ｙ、Ｗｘ、Ｗｙが先に定まり、それに合わせて、マイクロメサパターンの
形状、配置を設計することとなる。
【００９１】
　以上のように、マイクロＬＥＤ素子１００を構成する窒化物半導体層１４の大きさを、
マイクロメサパターンの行ピッチ（マイクロメサの行の周期）又は列ピッチ（マイクロメ
サの行の列の周期）の整数倍とならないようにすることで、マイクロＬＥＤ素子毎の発光
強度バラツキを低減することができる。
【００９２】
　換言すれば、マイクロＬＥＤ素子１００の外形がなす矩形の一辺の長さを、マイクロメ
サの対応する辺方向の周期の整数倍とは異なるようにすることによって、マイクロＬＥＤ
素子毎の発光強度バラツキを低減することができる。
【００９３】
　特に、マイクロＬＥＤ素子１００を構成する窒化物半導体層１４の大きさを、行ピッチ
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や列ピッチの整数倍から１／２だけずらすことで、発光強度のバラツキを最小限に低減で
きる。また、マイクロＬＥＤ素子１００の配置周期を、マイクロメサパターンの周期の整
数倍とすることで、近接したマイクロＬＥＤ素子間の発光強度を均一化することができる
。
【００９４】
　＜第４の実施形態＞
　本実施形態は、第１の実施形態に対して、共通接続領域の形成方法が異なる以外は同じ
である。画素領域１の精緻なアライメントは必要無い点は第１の実施形態と同じであり、
共通接続領域に関するラフなアライメントは必要となるものの、画像表示素子２００ｄの
製造方法を簡略化できると言う特徴がある。図９～１１を用いて説明するが、第１の実施
形態との相違点に関してのみ説明する。
【００９５】
　図９の（ａ）は画像表示素子２００ｄの断面模式図である。図９の（ｂ）及び図９の（
ｃ）は、画素領域１と共通接続領域２のマイクロメサ構造を説明するための、断面模式図
と平面模式図であり、図９の（ｂ）は図９の（ｃ）のＢ－Ｂ‘部分の断面を表す。
【００９６】
　図９の（ａ）に示すように、画像表示素子２００ｄの共通接続領域２が図１の（ａ）と
異なる。即ち、共通Ｎ電極３４とＮ側電極５２を接続するプラグ３２が削除され、共通Ｎ
電極３４はＮ側層１１とＮ電極１９Ｎを介して、Ｎ側電極５２と接続している。尚、Ｎ電
極１９Ｎは元々、マイクロメサ表面全面に形成されたＰ側電極層１９のうち、共通接続領
域２内の物が、画素分離溝１５形成に伴い、分割されたものである。図９の（ｂ）及び図
９の（ｃ）に示すように、共通接続領域２の中には、マイクロメサ１６が形成されず、Ｎ
側層１１が露出した、マイクロメサ欠落部１６Ｄ（以下単に欠落部と呼ぶ）が設けられて
いる。この欠落部１６Ｄに於いて、Ｎ電極１９Ｎを構成するＰ側電極層１９は、Ｎ側層１
１と接続している。欠落部１６Ｄの保護膜１７には、Ｎ側コンタクトホール１８Ｎが形成
されており、Ｎ側コンタクトホール１８ＮはＰ側コンタクトホール１８Ｐと同時に形成し
ても良い。
【００９７】
　本構造では、Ｎ電極１９ＮがＮ側電極５２に対して正しくアライメントされなければな
らないが、マイクロＬＥＤ素子１００に比べれば、共通接続領域２は大きな寸法で形成で
きるため、アライメントは容易である。例えば、マイクロＬＥＤ素子１００の配置ピッチ
が１０μｍとすると、マイクロＬＥＤ素子１００を含む画素領域１は１μｍ以下の精度で
、Ｐ側電極５１にＰ電極１９Ｐをアライメントする必要が有る。しかし、欠落部１６Ｄと
画素領域の間が１０μｍの場合には、Ｎ側電極５２の幅が２０μｍ以上あることが条件と
なるが、最大１０μｍのアライメントずれが許容できる。本構造であれば、容易に実現可
能なアライメント精度に基づいて、共通接続領域２の詳細配置を設計することができる。
しかも、本構造は次に示すように、より簡略な製造工程によって、生産することができる
。
【００９８】
　マイクロメサ構造の製造工程を図１０の（ａ）～（ｆ）に示す。それぞれ図２の（ａ）
～（ｆ）に対応している。図２との相違点は、図１０の（ｂ）に示すように、マイクロメ
サ形成時の窒化物半導体層１４のエッチング時に、欠落部１６Ｄにはマイクロメサの平坦
部や傾斜部を設けず、Ｎ側層１１までエッチングしてしまう点である。欠落部１６Ｄには
、一定面積のＮ側層１１の露出領域を設ける点がポイントである。
【００９９】
　次の相違点は、図１０の（ｃ）で形成した保護膜１７に、コンタクトホールを開口する
図１０の（ｄ）の工程に於いて、画素領域１内のマイクロメサの平坦面１６ＴにＰ側コン
タクトホール１８を形成すると共に、欠落部１６ＤにＮ側コンタクトホール１８Ｎを設け
る点である。図１０の（ｄ）では、共通接続領域２内のマイクロメサ平坦面１６Ｔにも、
Ｐ側コンタクトホール１８を設けているが、これは必ずしも必要無い。以降の図の１０（
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ｅ）、（ｆ）の工程は図２と同じで良い。
【０１００】
　次に図１１を用いて、画像表示素子２００ｄの製造工程を説明する。図１１の（ａ）～
（ｄ）、（ｇ）、（ｈ）は、それぞれ図３の同記号の工程と対応している。図３の（ｅ）
、（ｆ）に対応する工程は削除され、工程が簡略化されている点が、本構成の大きな利点
である。図１１の（ａ）の駆動回路基板５０への窒化物半導体層１４の貼り合わせでは、
Ｎ側電極５２上に、欠落部１６Ｄが配置されるように、駆動回路基板５０に対して、成長
基板をアライメントする点が、図３との大きな相違点である。以降の工程は、図３の（ｅ
）、（ｆ）に対応する工程が削除された以外は、図３と同じで良い。
【０１０１】
　本構成では、画素領域１においては、第１の実施形態と差が無いため、マイクロＬＥＤ
素子１００の特性は変わらず、マイクロメサ構造により、高い発光効率が実現できる。更
に、画像表示素子２００ｄの製造工程を簡略化することができる。
【０１０２】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれ
ぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成すること
ができる。
【符号の説明】
【０１０３】
　１　画素領域
　２　共通接続領域
　３　ダミー領域
　４　外周部
　１０　成長基板
　１１　Ｎ側層
　１２　発光層
　１３　Ｐ側層
　１４　窒化物半導体層
　１５　画素分離溝
　１５Ｂ　境界溝
　１５Ｈ　共通電極コンタクトホール
　１５Ｏ　露出帯
　１６、１６ａ　マイクロメサ
　１６Ｔ　マイクロメサ平坦部
　１６Ａ　マイクロメサ傾斜部
　１６Ｂ　マイクロメサ底部
　１６Ｄ　マイクロメサ欠落部
　１７、１７ａ　保護膜
　１８Ｐ　Ｐ側コンタクトホール
　１８Ｎ　Ｎ側コンタクトホール
　１９、１９ａ　Ｐ電極層
　１９Ｐ　Ｐ電極
　１９Ｎ　Ｎ電極
　１９Ｄ　ダミー電極
　２０　埋込材
　３２　プラグ
　３４　共通Ｎ電極
　５０　駆動回路基板
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　５１　Ｐ側電極
　５２　Ｎ側電極
　５３　ダミー電極
　５４　外部接続電極
　１００　マイクロＬＥＤ素子
　２００、２００ｄ　画像表示素子

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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